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序

史跡甲斐国分寺跡 ・ 甲斐国分尼寺跡は、 天平 13 (741) 年の国分寺建立の詔によって全国に建て

られた国分寺 ・ 国分尼寺の一つです。 国分寺 ・ 国分尼寺は、 日本が律令という法によってはじめて

一つの国家としての体制を整えた時代にあって、 その精神を各地域において具現化した存在であると

ともに、 仏教という世界的な宗教の広がりと国際的な交流を示す遺跡であり、 この重要性に鑑み、 甲

斐国分寺跡は、 大正 11 （1922） 年 10 月 12 日、 甲斐国分尼寺跡は、 昭和 24 （1949） 年７月

13 日にそれぞれ、 国史跡に指定されました。

笛吹市では、文化財保護法等に基づき史跡の保護・保存を図るとともに、伽藍配置、周辺施設の確認、

遺構の残存状況を確認するための発掘調査を行ってきました。 その結果、 甲斐国分寺が大官大寺式

の伽藍配置を有する寺であったこと、 塔や講堂など露出した礎石からもわかるように遺構の残存状況

が良好であること、 中心伽藍には石敷きが施されていることなど特徴的な遺構が存在することが確認

されました。

本計画では、 史跡甲斐国分寺跡 ・ 甲斐国分尼寺跡の価値を明示するとともに、 その価値を構成す

る諸要素を、 適切に保存管理していくための方針及び基準、 史跡の価値を高め、 魅力を発信してい

くための活用 ・ 整備の方針及び方法、 さらに今後の管理運営体制及び事業計画を定めたものです。

計画策定にあたり 「史跡甲斐国分寺跡 ・ 国分尼寺跡保存活用計画検討委員会」 を設置し、 委員と

して、 古代史や造園学の研究者のほか、 史跡が所在する国分区 ・ 東原区の関係者の皆様からも参画

いただきました。

今後は、 本計画に基づき、 史跡甲斐国分寺跡 ・ 甲斐国分尼寺跡の持つ多様な価値や特色を後世に

守り、 伝えるとともに、 笛吹市の貴重な歴史資源として、 活用 ・ 整備を進めてまいります。

最後になりましたが、本計画の策定にあたり、広い視野からご議論いただきました史跡甲斐国分寺跡・

国分尼寺跡保存活用計画検討委員会の委員の皆様、 指導・助言をいただきました文化庁及び山梨県、

庁内関係課における関係者の皆様方に、 心からお礼申し上げます。  

令和６年３月

笛吹市教育委員会

教育長　望月栄一



例 言

1 　�本書は、 山梨県笛吹市に所在する国指定史跡甲斐国分寺跡及び国指定史跡甲斐国分尼寺跡の保

存活用計画書である。

2 　�計画策定のための史跡甲斐国分寺跡 ・ 甲斐国分尼寺跡史跡等保存活用計画策定事業は、 笛吹

市が国庫補助金の交付を受け、 令和 4 年度から令和 5 年度までの 2 か年で実施した。

3 　�計画策定は 「史跡甲斐国分寺跡・国分尼寺跡保存活用計画検討委員会」 を設置して検討を行い、

その指導 ・ 助言のもと、 笛吹市教育委員会が行った。 また、 オブザーバーとして文化庁文化財第

二課史跡部門、 山梨県埋蔵文化財センター、 山梨県観光文化 ・ スポーツ部文化振興 ・ 文化財課

の指導 ・ 助言を得た。

4 　計画案の作成業務の一部を株式会社ワイドに委託した。

5 　�本書で使用している遺構の各部分の名称は 『史跡甲斐国分寺跡―史跡整備のための伽藍中枢部

の遺構確認調査報告書』 （2020 笛吹市教育委員会） の記載による呼称を基本としている。

6 　本書に掲載されている史料 （絵図 ・ 写真 ・ 文献等） の複写 ・ 転写 ・ 改変は一切禁止する。

7 　本書の編集は、 笛吹市教育委員会が行った。

8 　本書で使用した各種データ等は、 笛吹市教育委員会において保管している。

凡 例

1 　本書に示した方位は座標軸の北であり、 座標系は世界測地系平面直角座標Ⅷ系を用いた。

2 　本書の記述にあたり、 史跡の国分僧寺跡は 「甲斐国分寺跡」、 国分尼寺跡は 「甲斐国分尼寺跡」

とした。 一部表内において、 国分僧寺を 「（僧）」 と表記している。

3 　本書に掲載した出土遺物は全て 『史跡甲斐国分寺跡―史跡整備のための伽藍中枢部の遺構確認

調査報告書』 （2020 笛吹市教育委員会） に掲載のものである。

4 　本書に掲載されている史料 （絵図 ・ 写真 ・ 文献等） のうち、 出典の明記のないものについては、

笛吹市教育委員会で所管しているものである。

5 　本書に掲載した地形図等の縮尺は任意である。 そのため、 各図にスケールを示している。

6 　本書に掲載した出典の明記のない地形図は 「史跡甲斐国分寺跡・国分尼寺跡地形測量業務」 （平

成 29 年度　笛吹市教育委員会） において作成されたものを使用している。

7 　本書において、 地形図等で範囲を示したもののうち、 赤の実線は史跡範囲を示し、 青の実線は史

跡周辺を示す。
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第 1章　計画策定の沿革・目的　　

第 1節　計画策定の沿革

甲斐国分寺跡は、 大正８ （1919） 年 4 月に史蹟名勝天然紀念物法が公布された３年後の大正 11

（1922） 年 10 月 12 日付け内務省告示第 270 号で、 平城京阯などともに 「甲斐國分寺阯」 として

史跡指定された。 これは、 古来より国分寺跡として周知されていたためであった。 この史跡の管理団

体指定は大正 12 （1923） 年 2 月 13 日付けで、 現在の笛吹市一宮町の前身である一宮村が受け

ている。 昭和 25 （1950） 年 5 月 30 日に、 現在の文化財保護法が施行されたのに従い 「甲斐国

分寺跡」 に移行した。 一宮町は、 平成 16 （2004） 年 10 月に、 周辺 5 町村 （石和町 ・ 御坂町 ・

八代町 ・ 境川村 ・ 春日居町） と合併し、 さらに平成 18 （2006） 年 8 月に芦川村も加わり、 笛吹

市となった。

指定区域は、 東西約 220 ｍ、 南北約 240 ｍの広範囲にわたる。 指定当時の面積は、 官報告示

を現在のメートル法に換算すると、 43,000 ㎡となるが、 昭和 57 （1982） 年度までに行われた国土

調査によると、 46,288.50 ㎡である。

甲斐国分寺跡には、 現在の国分寺 （臨済宗 護國山 國分寺） が平成 19 （2007） 年 3 月の移転

完了まで長らく法灯を受け継ぎ存在しており、歴代の住職や檀家、史跡指定地内の地権者はもちろん、

周辺住民の理解と協力により史跡は保護されてきた。

一方、 甲斐国分尼寺跡については大正時代以降の研究により、 現在の史跡指定地周辺が甲斐国

分尼寺跡と考えられるようになり、 昭和 24 （1949） 年７月に 「甲斐國分尼寺跡」 として史跡指定さ
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図 _ 史跡位置図 （左上図赤丸は史跡位置を示す）
「国土地理院地図」 （国土交通省） に史跡位置を追記
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れた。 その後、 甲斐国分寺跡と同様に昭和 25 （1950） 年の文化財保護法の施行に伴い 「甲斐国

分尼寺跡」 に移行した。

平成 11 （1999） 年頃に史跡周辺で開発計画が持ち上がったため地権者の同意を得た後、 追加指

定申請を行い、 平成 13 （2001） 年に追加指定がなされた。 さらに平成 30 （2018） 年に追加指定

されている。 この追加指定により、 史跡面積は 30,504.55 ㎡となった。

史跡の保存活用に資するよう、 旧一宮町は昭和 59 （1984） 年 3 月に 「地域住民の生活との調

和のとれた貴重な史料として」 ※ 1、 また尊い文化遺産として伝承するために 『史跡甲斐国分寺跡 ・ 国

分尼寺跡保存管理計画書』 （以下 「保存管理計画」 という） を策定し、 史跡の保存を図ってきた。

同時に寺域の範囲確認及び遺構の確認を目的とする調査を実施し、 平成 2 （1990） 年 3 月に 『甲

斐国分寺跡－寺域及び遺構確認を目的とした緊急発掘調査報告書』 が刊行された。

また保存管理計画に沿って民有地の公有化に取り組み、 平成 10 （1998） 年からは、 現在の国分

寺とその檀家の協力の下、 現存する近世以降の寺院建物や付属の墓地の移転が段階的に進められる

こととなった。 この間、 現在の国分寺は移転用地を取得し、 移転作業が行われ平成 18 （2006） 年

度に墓地の移転が終わり、作業が完了した※ 2。 これをうけて笛吹市は、平成 18 年度に『甲斐国分寺跡・

甲斐国分尼寺跡整備基本構想』 （以下、 「基本構想」 という） を策定し、 重要な文化遺産である当史

跡を適切に保存し活用するための基本的な考え方を示した。

この基本構想に基づき、 平成 20 （2008） 年度より、 現国分寺の薬師堂付近であり、 また甲斐国

分寺の中心伽藍地区である金堂跡、 講堂跡及び回廊跡、 中門跡の調査を実施し、 昭和 45 （1970）

年の県教委の調査で確認された金堂跡の地覆石や石敷等の重要遺構を再確認し、 また新たな遺構を

発見した。 これらの調査成果は平成 23 （2011） 年に 『国指定史跡 甲斐国分寺跡Ⅰ－金堂跡の発

掘調査－ （笛吹市の古代寺院①）』 として概要報告をし、 平成 24 （2012） 年には 『甲斐国分寺跡

－金堂跡確認調査の概要報告書』を刊行した。講堂跡、回廊跡の調査成果については平成 25（2013）

年 9 月に 『国指定史跡 甲斐国分寺跡Ⅱ－講堂跡 ・ 回廊跡の発掘調査－ （笛吹市の古代寺院②）』

として概要報告を行った。 全体を総括する報告書として、 『史跡甲斐国分寺跡－史跡整備のための伽

藍中枢部の遺構確認調査報告書－』 を令和 2 （2020） 年に刊行した。

基本構想の策定以降、 平成 25 （2013） 年度に整備基本計画の策定に向けての準備を行い、 平

成 26 （2014） 年度、 平成 27 （2015） 年度の 2 カ年で市単費による 『史跡甲斐国分寺跡 ・ 国分

尼寺跡整備基本計画』 （以下 「整備基本計画」 という） を策定した。

整備基本計画に基づき、 第一期暫定整備工事の実施設計を平成 28 （2016） 年度に行い、 平成

29 （2017） 年度から令和元 （2019） 年度にかけて、 見学者の安全確保と中心伽藍遺構の顕在化

を目的とした市単費の整備工事を行った。

今回策定を行う 『史跡甲斐国分寺跡 ・ 甲斐国分尼寺跡保存活用計画』 （以下、 「本計画」 という）

では史跡甲斐国分寺跡 ・ 甲斐国分尼寺跡の現状と課題を整理したうえで、 史跡の本質的価値を共有

するとともに、 その価値を確実に未来へ継承していくための方法や、 活用、 整備、 管理運営の方向性

等を明文化し、 市民協働により史跡整備を推進していくことを目指す。

※ 1 一宮町教育委員会（1983）『史跡甲斐国分寺跡・甲斐国分尼寺跡保存管理計画策定報告書』
※ 2 笛吹市教育委員会（2016）『史跡　甲斐国分寺跡・国分尼寺跡整備基本計画』
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第 2節　計画の目的と対象範囲

本計画は、 笛吹市のみならず、 我が国を代表する歴史的文化遺産の価値を有する甲斐国分寺跡 ・

甲斐国分尼寺跡を中心として、 その歴史的意義の理解を深め、 歴史的景観や周辺の歴史 ・ 伝統文化

を将来に継承 ・ 保護し、 これらを総合的に活用して笛吹市の個性豊かなまちづくりや地域づくりに資

するため、 その価値の保存及び活用整備の基本的方向性を定めることを目的とする。

本計画の対象範囲は、 史跡指定地内とする。 また、 史跡と密接な関係がある周辺部については、

必要に応じて史跡周辺として本計画の中で扱うこととする。

以下と次頁に本計画の対象範囲を示す。

図 _ 甲斐国分寺跡史跡指定範囲及び周辺範囲
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…計画対象範囲
（史跡指定地）
…史跡周辺

凡例

10m0m 50m
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…計画対象範囲
（史跡指定地）
…史跡周辺

凡例

10m0m 50m

図 _ 甲斐国尼寺跡史跡指定範囲及び周辺範囲
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第 3節　委員会の設置・経緯

1	 史跡甲斐国分寺跡・国分尼寺跡保存活用計画検討委員会

本計画を策定するにあたり 「史跡甲斐国分寺跡 ・ 国分尼寺跡保存活用計画検討委員会」 （以下、

「委員会」 という） が設けられ、 審議等が行われた。 委員会は、 学識経験者、 地元自治会等で構成

し、 文化庁文化財第二課、 山梨県埋蔵文化財センター、 山梨県観光文化 ・ スポーツ部文化振興 ・ 文

化財課の指導助言を受けた。

表 _史跡甲斐国分寺跡・国分尼寺跡保存活用計画検討委員
区分 氏名 備考

学識経験者

末木 健 山梨県文化財保護審議会委員

須田 勉 元国士舘大学教授

佐藤 信 東京大学名誉教授

大隅 清陽 山梨大学教授

田畑 貞寿 千葉大学名誉教授

十菱 駿武 元山梨学院大学客員教授

関係機関

芦田 宗興 護国山國分寺　住職

久保島 修 国分尼寺跡地権者会代表

川上 祐二 一宮町国分区区長（令和４年 8 月～令和５年３月）

雨宮　幸人 一宮町国分区区長（令和５年４月～）

大野 政彦 一宮町東原区区長（令和４年 8 月～令和５年３月）

沼中　一 一宮町東原区区長（令和５年４月～）

オブザーバー

渋谷 啓一 文化庁　文化財第二課　史跡部門　主任文化財調査官

野代 恵子 山梨県埋蔵文化財センター　史跡資料活用課

網倉 邦生 山梨県観光文化・スポーツ部　文化振興・文化財課　埋蔵文化財担当

北澤 宏明 山梨県観光文化・スポーツ部　文化振興・文化財課　埋蔵文化財担当

参与 長澤 宏昌 笛吹市文化財保護審議会長　笛吹市文化財保存整備委員会会長

関係課長

小澤　宏之 笛吹市総合政策部政策課長（第 5 回・第 6 回検討委員会）

柿嶋　信 笛吹市総合政策部財政課長（第 5 回・第 6 回検討委員会）

橘田　裕哉 笛吹市建設部まちづくり整備課長（第 5 回・第 6 回検討委員会）

角田　一満 笛吹市産業観光部観光商工課長（第 5 回・第 6 回検討委員会）

早河　明 笛吹市総務部一宮支所長（第 5 回・第 6 回検討委員会）

事務局

望月 栄一 笛吹市教育委員会教育長

赤尾 好彦 笛吹市教育委員会教育部長（令和４年 8 月～令和５年３月）

太田　孝生 笛吹市教育委員会教育部長（令和５年４月～）

望月 和幸 笛吹市教育委員会文化財課長

橘田 俊明 笛吹市教育委員会文化財課国分寺跡整備担当

江草 俊作 笛吹市教育委員会文化財課国分寺跡整備担当
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2	 審議等の経過

委員会は全 7 回開催された。 その経過は次のとおりである。

（1）  第 1回検討委員会

日時 ： 令和 4 （2022） 年 8 月 31 日 （水）　10 ： 30 ～ 15 ： 30

会場 ： 笛吹市役所　市民窓口館　1 階　102 会議室

■保存活用計画について

　 ・ 史跡整備の全体スケジュール （予定） と検討内容の確認

　 ・ 保存活用計画策定スケジュール （令和 4 年度 ・ 5 年度）

　 ・ 史跡の概要

　 ・ これまでの事業経過

■史跡甲斐国分寺跡 ・ 国分尼寺跡の現状 ・ 課題

　 ・ 保存管理に関する現状

　 ・ 活用に関する現状

　 ・ 整備に関する現状

　 ・ 運営体制に関する現状

　 ・ 史跡の抱える課題

（2）  第 2回検討委員会

日時 ： 令和 4 （2022） 年 11 月 2 日 （水）　13 ： 30 ～ 16 ： 30

会場 ： 笛吹市役所　市民窓口館　3 階　302 ・ 303 会議室、 現地

■史跡の本質的価値、 構成要素の特定

■現地視察

（3）  第 3回検討委員会

日時 ： 令和 5 （2023） 年 2 月 13 日 （月）　13 ： 30 ～ 16 ： 30

会場 ： 笛吹市役所　市民窓口館　3 階　302 ・ 303 会議室

■史跡の本質的価値について

■構成要素の特定について

■大綱及び基本方針について

■令和４年度発掘調査について

写真 _ 第 2 回検討委員会現地視察の様子 写真 _ 第 3 回検討委員会の様子
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（4）  第 4回検討委員会

日時 ： 令和 5 （2023） 年 5 月 17 日 （水）　13 ： 30 ～ 16 ： 30

会場 ： 笛吹市役所　本館　3 階　302 会議室

■大綱 ・ 基本方針について

■史跡の保存 ・ 管理方針について

　 ・ ゾーニングについて

　 ・ 保存 ・ 管理方針について

（5）  第 5回検討委員会

日時 ： 令和 5 （2023） 年 7 月 26 日 （水）　13 ： 30 ～ 15 ： 50

会場 ： 笛吹市役所　市民窓口館　3 階　302 ・ 303 会議室

■活用の方向性と方法について

■整備の方向性と方法について

（6）  第 6回検討委員会

日時 ： 令和 5 （2023） 年 10 月 17 日 （火）　13 ： 30 ～ 15 ： ２0

会場 ： 笛吹市役所　本館　3 階　302 会議室

■第 5 回検討委員会後の修正内容について

■運営 ・ 体制の整備、 施策の実施計画の策定 ・ 実施、 経過観察について

（7）  第 7回検討委員会

日時 ： 令和 6 （2024） 年 2 月 24 日 （土）　13 ： 30 ～

会場 ： 笛吹市役所　市民窓口館　3 階　302 ・ 303 会議室

■

■

写真 _ 第 5 回検討委員会の様子 写真 _ 第７回検討委員会の様子

後ほど追加
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第 4節　関連計画との関係

1	 山梨県文化財保存活用大綱（令和 2年 3月策定）

『山梨県文化財保存活用大綱』 は、 文化財保護法第 183 条の 2 第 1 項の規定に基づき、 山梨県

の区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な施策の方向性を示すものとして策定された。

文化財を次世代へ着実に継承するとともに、 まちづくりや地域振興への更なる活用を図るため、 現

状や課題を踏まえた文化財行政のあり方や文化財の保存 ・ 活用の基本的な方向性を明確にすること

が必要となっている。 そのために、 これまでの文化財を保護するための取り組みに加え、 さらなる文

化財の保存 ・ 活用を進めていくうえで求められる共通の基盤 ・ 指針とするものである。

将来像には 「行政や文化財所有者だけでなく、 民間団体など多様な関わりによる地域一体の取り

組みにより文化財の保存が図られ、 まちづくりや地域振興へ活用されている。」 を掲げ、 達成するため

に県と市町村の連携をはじめ、 広域連携、 様々な関係者の連携による取り組みが求められている。

また、 大綱の中では、 県が主体となって講じる措置、 県内市町村への支援方針についても記載さ

れている。

2	 第二次笛吹市総合計画（平成 30 年 3 月策定）

『第二次笛吹市総合計画』 は、 本市の特性や時代の潮流を踏まえる中で、 笛吹市を 100 年続くま

ちとするために、 中長期にわたる市政運営の指針として策定した。 平成 30 （2018） 年度から令和 7

（2025） 年度を計画期間とする。

基本構想では、 まちの将来像として 「ハートフルタウン笛吹～優しさあふれるまち～」 を掲げ、 実

施計画は、 総合計画の基本構想に定められた目標を達成するための施策の方向を示したものとして、

少子高齢化の進行や人口減少、 地球規模の環境変化、 大規模災害発生の可能性、 厳しい財政状況

など様々な課題に直面し、 これらへの的確な対応が求められる中、 笛吹市を 100 年続くまちとするた

めに魅力あるまちづくりを進めるものとしている。

甲斐国分寺跡 ・ 甲斐国分尼寺跡に特に関係する施策は 「人と文化を育むまちづくり」 である。 地

域に根ざした伝承文化や芸術は貴重な財産であり、 市民が触れ親しむ事が出来るよう、 機会の創出

や地域の活動支援に取り組むとともに、 文化財の保存と活用に取り組むという施策が掲げられている。

3	 笛吹市都市計画マスタープラン（平成 21 年 3 月策定、令和 3年 3月改定）

『笛吹市都市計画マスタープラン』 （以下 「都市マス」 という） は 『第一次笛吹市総合計画』 や 『山

梨県都市計画区域マスタープラン』 に即しつつ、 20 年後の笛吹市を見据え、 都市のあるべき姿や土

地利用、 交通、 観光、 環境、 景観、 都市施設や生活環境など、 まちづくりの様々な分野にいたる総

合的な指針を示すものとして策定された。

計画策定から概ね 10 年が過ぎ、 上位計画 ・ 関連計画の策定や見直し、 また策定当初には想定さ

れなかった社会経済情勢の変化が生じ、 その対応に向けた新たな取組みが必要とされた。 そのため、

上位計画 ・ 関連計画、 社会的背景を踏まえ、 社会経済情勢を見据えた実効性のあるまちづくりを進

めるため、 新たな都市の将来像の具現化と、 まちづくり施策を総合的 ・ 一体的に推進することを目的

に当該計画の見直し ・ 改訂が行われた。

計画は 「全体構想」 「地域別構想」 及びこれらを推進するための 「計画の実現に向けて」 の 3 つ

の項目から構成されている。
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「全体構想」 では、 笛吹市のあるべき姿を 「まちづくりの将来像」 として、 市全体のまちづくりの方

向をまちづくりの分野ごとに 「分野別まちづくり方針」 として示し、 「地域別構想」 では、 4 つの地域

ごとに、地域づくりの方向を 「地域別まちづくり方針」 として示している。 さらに、「計画の実現に向けて」

では、 都市マスの実現に向けて、 今後取り組むべき内容を示している。

史跡周辺は、 土地利用の配置方針では文化拠点及び歴史文化拠点として、 水と緑のまちづくり方

針では、 水と緑の拠点 （歴史文化系） と定められている。 また、 景観まちづくり方針では 「代表的な

歴史的景観資源の保全とまちづくりへの活用」 の中で、 歴史的建造物等の保全と活用として甲斐国分

寺跡 ・ 甲斐国分尼寺跡の両史跡が挙げられている。

4	 笛吹市景観計画（平成 25 年策定）

『笛吹市景観計画』 は、 景観法に基づき、 景観形成を総合的かつ計画的に推進するため策定され

た笛吹市の景観形成に関する総合的な計画である。 広く市民の意見を反映し、 景観形成の理念や目

標、 景観形成の方針、 実現に向けた取り組みなどを定めている。 また、 景観に関する市民、 事業者、

行政等の協働の指針をつくることを目的としている。

本計画に関係する事項として、 歴史文化的景観やその魅力を高め、 継承していくために、 甲斐国

分寺跡 ・ 甲斐国分尼寺跡も史跡公園整備を行っていくことが記されている。 また、 固有の景観資源と

してだけでなく、 周辺景観との一体的な修景を図るよう努めるとされている。 

5	 笛吹市教育大綱（平成 28 年 4 月策定、令和 6 年 3 月改定予定）

『笛吹市教育大綱』 は、 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」 第 1 条の 3 第 1 項に基づ

き策定された。 教育、 文化及びスポーツの振興に関する総合的な施策の基本計画として、 目標や方

針を定めている。

基本目標 4 では地域との連携 ・ 協働による教育への取組方針が示されており、 基本目標 7 では市

内の貴重な歴史的 ・ 文化的遺産を活用し郷土愛を育むことが示されている。 また、 そのために文化財

や史跡について保護や管理に努め、 学ぶ機会の提供、 次世代への継承を推進するとされている。

6	 第三次笛吹市社会教育計画（令和 5年 3月策定）

教育基本法及び社会教育法に基づき、 本市が社会教育に関する施策を関係機関等と連携を図りな

がら、 総合的に推進するための指針として策定した。

第二次笛吹市総合計画の将来像を実現するために定めた 3 つの基本目標のうちの 「幸せ実感

こころ豊かに暮らせるまち」 に基づき、 社会教育計画の施策ごとに関係する SDGs の目標を示し、

SDGs の達成に向け推進していくための計画である。

「地域文化の普及と活用への取組の推進」 についての方向性では、関連する SDG ｓの目標として 「4

質の高い教育をみんなに」「11 住み続けられるまちづくりを」「17 パートナーシップで目標を達成しよう」

を示している。

また基本理念実現に向けた具体的取組としては、 文化財の保存及び管理に関する取組のほか、 文

化財の周知や活用に向けた人材育成によって、 市民や来訪者が歴史文化を学ぶ機会の充実を図るこ

となどを掲げ、 取組に対しての数値目標を設定している。
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7	 笛吹市緑の基本計画（平成 23 年 3 月策定）

『笛吹市緑の基本計画』 は、 都市公園等の整備、 公共施設や民有地の緑化、 緑の普及 ・ 啓発活

動を総合的、 計画的に推進するため、 生活の豊かさを実感できる花と緑に包まれた潤いあるまちづく

りを目指し策定された。

甲斐国分寺跡 ・ 甲斐国分尼寺跡周辺は、 緑の歴史 ・ 文化拠点として設定されている。 また、 桃源

郷の美しい景観を誇り ・ 守る事や、 甲斐国千年の都の歴史 ・ 文化的景観を守る事が主要施策として

挙げられている。

8	 第 3次笛吹市観光振興計画（令和 5年 3月策定）

令和 2 年以降新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大し、 観光需要が大きく減少した。 令和 4

年現在では、 国内の感染症対策の緩和、 イベント等の開催が徐々に始まりつつある。 このような中で、

観光産業を取り巻く国内外の状況の変化を的確に把握し、 本市の観光振興の方向性を示すため、 『第

３次笛吹市観光振興計画』 が策定された。

「ここにしかない出会いがあります　笛吹市」 をテーマに掲げ、 6 つの基本方針と具体的施策を設定

している。 計画では、 豊富な地域資源を磨き上げ、 観光客だけでなく市民一人ひとりが身近な地域の

魅力を再発見し、 郷土への誇りと自信を育むことができるよう、 本市の魅力を広く発信していくとされ

ている。

具体的な施策としては、 「点」 と 「点」 を結ぶ 2 次交通の整備や教育旅行の推進、 体験型ツーリ

ズムの検討 ・ 実施、 外国語対応環境の整備等が挙げられている。

9	 史跡甲斐国分寺跡・国分尼寺跡保存管理計画策定報告書（昭和 59 年 3 月策定）

保存管理計画は昭和 50 年代に入り、 史跡周辺地域の開発が進む中で、 史跡の保存管理が大き

な焦点となり、 地元関係者、 学識経験者、 国 ・ 県 ・ 町 （旧一宮町） の関係機関が一体となって史跡

の将来に向けての計画として策定された。

保存管理計画では、 町の概要、 史跡指定からの経緯、 史跡の概略について述べられているほか、

甲斐国分寺跡については、 保存管理のための基本方針、 発掘調査、 保存管理基準、 土地公有化、

整備について示され、 甲斐国分尼寺跡については、 今後の方針が示されている。

10	甲斐国分寺跡・甲斐国分尼寺跡整備基本構想（平成 19 年 3 月策定）

基本構想は、 笛吹市のまちづくりと連携し、 史跡の整備事業の推進に資することを目的としており、

重要な歴史 ・ 文化遺産である甲斐国分寺跡 ・ 甲斐国分尼寺跡を適切に保存 ・ 活用するための基本

的な考え方を示している。

整備の目的として、 「遺跡の確実な保存 ・ 継承」 「歴史教育、 学習活動の場の提供」 「市民や観光

客に向けた憩いの空間の提供」 「周辺景観と調和した良好な景観形成」 の 4 つの項目を掲げ、 それ

ぞれの目標に対し 2 つずつ基本方針を設定している。

「遺跡の確実な保存 ・ 継承」 を中心とし、 他の 3 項目と連携した整備を行うことで、 「古代の人々

の息吹と天平の香りに包まれた文化創造の拠点として保存 ・ 継承し、 地域振興に役立てる」 ことを目

指している。
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11	史跡	甲斐国分寺跡・国分尼寺跡整備基本計画（平成 28 年策定）

基本計画は、 甲斐国分寺跡 ・ 甲斐国分尼寺跡の歴史的意義の理解を深めること、 歴史的景観や

周辺の歴史 ・ 伝統文化を将来に継承 ・ 保護すること、 また、 これらを総合的に活用して笛吹市の個

性豊かなまちづくりや地域づくりに資するために、 価値の保存及び活用整備の基本的方向性を定める

ことを目的としている。

【基本理念】

この史跡の本質的価値と自然的景観を未来永劫保存し、 笛吹市の貴重な歴史的文化遺産とす

る。 また、 史跡甲斐国分寺跡、 国分尼寺跡に市民が関わり、 笛吹市の地域ブランド （アイデンティ

ティー） としての意識を共有することができる活用を図ることとする。

１． 甲斐国分寺跡、 国分尼寺跡の本質的な価値を未来永劫保存活用する。

２． 歴史的景観を創出し、 周辺の自然景観と調和した景観形成を図る。

３． 甲斐国分寺跡、 国分尼寺跡の周知を広く図り、 笛吹市の地域のブランドとする。

史跡甲斐国分寺跡 ・甲斐国分尼寺跡

保存活用計画

【上位計画】

山梨県文化財保存活用大綱

（令和2年3月策定）

【関連計画】

■笛吹市都市計画マスタープラン

■笛吹市景観計画

■笛吹市教育大綱

■第三次笛吹市社会教育計画

■笛吹市緑の基本計画

■第3次笛吹市観光振興計画　　　等

【甲斐国分寺跡 ・甲斐国分尼寺跡を対象とした計画】

■史跡甲斐国分寺跡 ・国分尼寺跡保存管理計画策定報告書 （昭和59年 3月策定）

■甲斐国分寺跡 ・甲斐国分尼寺跡整備基本構想 （平成 19年 3月策定）

■史跡　甲斐国分寺跡 ・国分尼寺跡整備基本計画 （平成28年策定）

【上位計画】

第二次笛吹市総合計画

（平成30年 3月策定）

図 _ 計画関係概念図
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第 5節　法規制等

史跡に関係している法規制としては、 文化財保護法以外に、 主として下記のものが挙げられる。

1	 都市計画法

都市計画法は 「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、 もつて国土の均衡ある発展と公共の福

祉の増進に寄与することを目的」 としている。

法に基づき、 本市は笛吹川都市計画区域として指定され、 史跡周辺は用途地域指定なしのいわゆ

る白地地域となっている。

2	  景観法

景観法は 「美しく風格のある国土の形成」 「潤いのある豊かな生活環境の創造」 「個性的で活力あ

る地域社会の実現」 などを目的 としている。 市町村は都道府県との協議を経て 「景観行政団体」 と

して良好な景観の形成 ・ 保全に向けた景観行政を行うことができる。

本市は景観行政団体として、 法に基づき定められた笛吹市景観条例によって平成 25 （2013） 年

3 月に 『笛吹市景観計画』 を策定し、 本市の良好な景観の形成 ・ 保全 ・ 活用に向けた取組を行って

いる。

3	 道路法

道路法は 「道路網の整備を図るため、 道路に関して、 路線の指定及び認定、 管理、 構造、 保全、

費用の負担区分等に関する事項を定め、 もつて交通の発達に寄与し、 公共の福祉を増進することを

目的」 としている。

史跡内には、 1 級市道、 2 級市道、 及びその他市道が敷設されており、 特に 1 級 ・ 2 級市道は地

域住民の生活用に欠かせないインフラとなっている。

4	 農地法

農地法は 「国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源

であり、 かつ、 地域における貴重な資源であることにかんがみ、 耕作者自らによる農地の所有が果た

してきている重要な役割も踏まえつつ、 農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、 農地を

効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、 及び農

地の利用関係を調整し、 並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、 耕作

者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、 もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資す

ることを目的」 としている。

甲斐国分寺跡の南側 ・ 北側や、 甲斐国分尼寺跡の東側と北側は農地に隣接している。

5	 屋外広告物条例

山梨県は、 屋外広告物の秩序の遵守や、 適正な維持管理に向けて山梨県屋外広告物条例を制定

している。 本市では、 令和 4 （2022） 年 4 月 1 日より県から事務 ・ 権限の委譲を受けて屋外広告

物における事務処理を行っている。
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6	 山梨県文化財保護条例

山梨県文化財保護条例は、 文化財保護法第百八十二条第二項の規定に基づき、 「法の規定による

指定を受けた文化財以外の文化財で、 山梨県の区域内に存するもののうち県にとつて重要なもの及

び法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財について、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、

もつて県民文化の向上に資するとともに、 我が国文化の進歩に貢献することを目的」 としている。

7	 笛吹市公共物管理条例

笛吹市公共物管理条例は 「法令又は他の条例に特別の定めがあるもののほか、 公共物の管理及

び利用に関し必要な事項を定め、 もって公共の福祉の増進を図ることを目的」 としている。

第 6節　計画の実施

本計画の実施については、 計画期間を令和 6 （2024） 年 4 月 1 日～令和 16 （2034） 年 3 月

31 日までの 10 年間と定める。 策定から 10 年程度経過した時点で、 計画の見直しを検討するほか、

長期的な展望のもと実施すべき施策については令和 20 年度まで記載する。
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第 4章　現状・課題

第 1節　保存（保存管理）の現状・課題

甲斐国分寺跡 ・ 国分尼寺跡指定地内の地下遺構 ・ 地上遺構は良好に保存されている。 しかし、 一

部地下遺構については状況が把握されていない。 史跡を将来に渡って適切に保存し、 次世代へ継承

するためには、 調査研究により、 本質的価値を明らかにしていくとともに、 適切な維持管理等を継続

する必要がある。 また、 両史跡において、 本質的価値を構成する要素は、 史跡指定地外にも及んで

おり、 追加指定を検討していく必要がある。 史跡の保存 （保存管理） の現状と課題は以下のとおりで

ある。

項目 現状 課題

本質的価
値の保存
について

共通

史跡の本質的価値を構成する要素には、地
下遺構と地上に表出している遺構（礎石等）
がある。

史跡の本質的価値を構成する要素を確実に
保存していく必要がある。

史跡指定地内において、地下遺構等の保存
状態が把握されていない箇所がある。

保存のための調査により、保存状態を把握
していく必要がある。

発掘調査をはじめとする調査研究により、
史跡の本質的価値が明らかになってきている。

調査研究を継続的に実施していく必要があ
る。

瓦や土師器といった出土遺物がある。 適切に保存するとともに、本質的価値を構
成要素として活用する必要がある。

史跡の眺望景観を確保する上で支障となる
樹木があるほか、公有地において雑草等の
繁茂により景観の維持管理が困難である。

史跡景観を良好に保つため、樹木の取扱い
や防草対策、維持管理体制を検討すること
が必要。

史跡指定地内を流れる生活用水路がある。 生活用水路を適切に管理するとともに、溢
水等により、史跡の保存・管理に影響があ
る場合は、対策を検討する必要がある。

日常管理
について

共通

私有地との境界が可視化されていない箇所
がある。

日常の維持管理がしやすいよう、史跡内外
をどのように示すか検討する必要がある。

土砂の流出や水路の溢水など、史跡の保存
や指定地の管理に関して、緊急的にサイン
が必要となる場合がある。

緊急的にサインが必要となる場合は、早急
に対応する必要がある。

草刈り機をはじめとする史跡の日常管理に
必要な機材を保有している。

コンテナ・プレハブの老朽化や改修等の維
持管理を行う必要がある。

甲斐国分尼寺跡の金堂跡・講堂跡等は芝
張りによって地下遺構が保護されている。

芝張りを適切に維持管理する必要がある。

案内板等のサインが設置されている。 老朽化や破損に対して修繕等を行う必要が
ある。

甲斐国分寺跡では、第一期暫定整備工事に
より復元表示を行った。

現状の復元表示や今後新たに設置する場合
は、維持管理を行っていく必要がある。

史跡内に民有地がある。 植生の適正な維持管理について、協力を求
める必要がある。
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項目 現状 課題

日常管理
について

共通

史跡内に民有地がある。 史跡内の民有地における現状変更行為につ
いては、現状変更取扱い基準を定める。ま
た、所有者等の意向に基づき、公有地化を
検討する必要がある。

畑地灌漑施設など使用していない地下埋設
物がある。

使用していない地下埋設物などは、確認位
置データ等を蓄積するとともに取扱いを検
討する必要がある。

史跡の内部に道路や水路、電柱等インフラ
設備がある。

インフラ設備は地域に暮らす人にとって欠
かせないものであるが、修繕に伴う現状変
更により、史跡の本質的価値に影響を与え
ないようにしなければならない。

各種調査
について

共通

本質的価値に関わる遺構が、史跡指定地外
に広がる可能性がある。

保存を要する範囲の検討が必要。

今後の調査・研究成果によっては、史跡の
追加指定が必要となる箇所があることも想
定される。

未指定地の追加指定について検討が必要。

甲斐国
分寺跡

中心伽藍主要堂宇（塔・金堂・講堂）につ
いては保存状態を確認するための発掘調査
が行われており、位置、規模等について明
らかになっている。

未解明の構造と中心伽藍遺構の確実な保存
が必要。

回廊跡は北西隅と南東隅が確認されており、
位置と全体規模の推定ができる。

北東隅と南西隅についても把握する必要が
ある。

中門跡の遺構については、回廊跡との位置
関係により位置の推定が行われているが、
規模・構造等は明らかになっていない。

位置の確定と規模・構造等を明らかにする
必要がある。

上記以外の遺構のうち、僧房跡については
指定地内で関連する遺構が確認されている。

僧房跡について調査が必要。

南門、北辺築地塀については、指定地外で
関連する遺構が確認されている。

さらなる調査と、調査結果によっては追加
指定を検討する必要がある。

鐘楼や経蔵、大衆院など存在すると想定さ
れる建物遺構の場所が明らかになっていな
い。

関連建物遺構について明らかにする必要が
ある。

甲斐国
分尼寺
跡

甲斐国分尼寺跡では、地上に残存する遺構
から、金堂・講堂の位置・規模が明らかになっ
ている。

遺構の適切な保存が必要。

中心伽藍は発掘調査が行われておらず、金
堂・講堂の構造が明らかになっていない。

本質的価値を構成する要素の特定が必要。

回廊跡や中門跡など、中心伽藍を構成する
要素が明らかになっていない。

本質的価値を構成する要素の特定が必要。
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第 2節　活用の現状・課題

本史跡では、 塔跡や講堂跡で礎石が残存しているほか、 瓦や土師器、 塼、 墨書土器など様々な遺

物が出土している。 また、 金堂跡 ・ 講堂跡の階段や回廊の一部は復元表示されている。 しかし、 遺

構が顕在化されていない場所もあり全体の規模が体感しにくく、 出土した遺物についても展示が十分

ではない。また、周辺文化財や地域資源との連携も考慮した活用を検討する必要がある。活用にあたっ

ては、 史跡の本質的価値の保存 ・ 継承とその価値を伝えることを主眼に、 教育 ・ 観光 ・ まちづくり ・

情報発信のそれぞれの面で多様な活用を行っていく必要がある。 史跡の活用の現状と課題は以下の

とおりである。

項目 現状 課題

教育分
野

共通

調査研究成果を公開・活用することで、本
質的価値を伝えている。

継続的な公開・活用が必要。

歴史講座の開催等により、史跡の本質的価
値を伝える機会を設けている。

継続的に取り組み、史跡の本質的価値を伝
えていく必要がある必要がある。

学校教育と連携した教育普及事業が少な
い。

小・中学校と連携し、史跡について学ぶ場
を設ける必要がある。

パンフレット ・ ガイドブックの作成、 配布
を行っている。

調査研究成果を活用したパンフレット・ガ
イドブック等を更新する必要がある。

発掘調査現地説明会をはじめとして、現地
公開する機会を設けている。

現地公開を継続して実施する必要がある。

史跡の公開活用を行ううえで、拠点となる
場所がない。

公開活用を行う拠点を検討する必要があ
る。

市内外の博物館施設等での展示を行ってい
る。

博物館施設やその他施設での展示を見直
し、史跡の本質的価値を伝える必要がある。

案内板の数が足りず、史跡の場所や解説等
を理解しにくい状況にある。

案内板を適正な位置に配置するとともに、
適切に保存管理する。また、毀損や劣化に
ついても対応を検討する必要がある。

観光分
野

共通

史跡と関連する他の文化財との連携が十分
でない。

史跡と他の文化財や、博物館等をはじめと
する歴史文化資源と連携することが必要。

周辺文化財や地域資源との連携が十分でな
い。

史跡と周辺の観光資源といった地域資源と
連携した活用方法の検討が必要。

史跡甲斐国分寺跡では、桃の花まつりを実
施しているが、史跡の価値を伝えるための
イベントが少ない。

史跡の価値を高めるため、イベント等の活
用を検討する必要がある。

パンフレットやガイドブック、案内板は日
本語のみである。

様々な来訪者を想定し、受け入れ体制を整
えておく必要がある。

広域的に活用されていない。 史跡の持つ価値を活かし、歴史文化資源や、
博物館施設等と連携する必要がある。

他市町村との連携が不十分。 国分寺跡・国分尼寺跡が所在する市町村を
はじめとして、他市町村と連携した活用方
法の検討が必要。
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項目 現状 課題

まちづく
り

共通

史跡から望む良好な景観は、多くの市民等
から親しまれている。

史跡の価値を高めるため、多目的な活用方
法を検討し、史跡の利用者を増やす取り組
みが必要。

保育園等と連携して、史跡の景観形成を行
うなど、市民協働での整備事業をこれまで
に実施している。

市民協働により、史跡の景観形成を図る必
要がある。

ガイド養成講座を実施している。 現地ガイドの養成と連携が必要。

甲斐国分寺跡周辺の史跡ウォーキング事業
を行っている。

事業の継続が必要。

情報発信 共通

史跡について伝えるための動画や映像等が
ない。

動画や映像等により、史跡の価値を分かり
やすく伝えるコンテンツが必要である。

地域住民に史跡の価値が十分に伝わってい
ない。

史跡をより深く理解してもらうため、地域
向けの活用事業の展開が必要。

発掘調査の現地説明会や史跡めぐりを中心
に、現地において発信する機会を設けてい
る。

様々な活用手法を用いて史跡の本質的価値
を発信する必要がある。
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第 3節　整備の現状・課題

平成 29 （2017） 年度から令和元 （2019） 年度にかけて第一期暫定整備工事が行われ、 遺構

の保護と表示や危険防除対策、 案内板 ・ 説明板の改修等が行われた。 しかし、 史跡内部には道路や

水路等があるほか、 雑草も繁茂しており維持管理が困難など保存のための整備が十分ではない。 そ

のため、 史跡の本質的価値を保存し、 適切に維持管理していくための整備を行う必要がある。 また、

活用面に関しても、 本質的価値を適切に伝えるための整備を行うとともに、 周辺文化財や地域資源と

の連携や ICT 技術も用いた活用を検討していく必要がある。 史跡の整備の現状と課題は以下のとお

りである。

項目 現状 課題

保存のた
めの整備

共通

地下遺構を確実に保存するための整備がさ
れていない。

内容確認調査によって得られた情報をもと
に、地下遺構を適切に保存するよう整備す
る必要がある。

礎石や露盤といった地上に表出している遺
構がある。

地表に表出している遺構を適切に保存する
必要がある。

史跡指定地内を流れる生活用水路がある。 水路の溢水等により、史跡の保存・管理に
影響がある場合は、対策を検討する必要が
ある。

遺構をき損する恐れがある樹木や危険木、
眺望景観を確保するうえで支障となる樹木
がある。

史跡の本質的価値を構成する要素を保存す
るため、対応を検討する必要がある。

日常の維持管理機材を保管するコンテナ・
プレハブの設置している。

史跡の適切な保存に向けた、施設等のあり
方や施設整備について検討する必要がある。

私有地との境界が可視化されていない箇所
がある。

日常の維持管理がしやすいよう、史跡内外
をどのように示すか検討する必要がある。

土砂の流出や水路の溢水など、史跡の保存
や指定地の管理に関して、緊急的にサイン
が必要となる場合がある。

緊急的にサインが必要となる場合は、早急
に対応する必要がある。

史跡の内部に道路や水路、電柱等インフラ
設備がある。

インフラ設備は地域に暮らす人にとって欠
かせないものであるが、修繕に伴う現状変
更により、史跡の本質的価値に影響を与え
ないようにしなければならない。

危険樹木、工作物、水路等見学者にとって
危険なものが多い。

史跡内に残る工作物や危険樹木の撤去が必
要。

甲斐国
分寺跡

護国山國分寺旧地に所在した庭園や植栽が
残されている。

護国山國分寺の植栽について取扱いの検討
を行う必要がある。

共通

公有地内の雑草が繁茂しており維持管理が
困難である。

史跡景観を良好に保つため、防草対策や維
持管理体制を検討することが必要。

日常管理に係る機材は史跡指定地内に設置
されたプレハブ・コンテナに収納されてい
る。

プレハブ・コンテナの老朽化や破損等に応
じて対応を検討する必要がある。
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項目 現状 課題

活用のた
めの整備

甲斐国
分寺跡

第一期暫定整備工事で、一部遺構の顕在化
を行ったが、本質的価値の復元には至って
いない。

甲斐国分寺跡の特徴的な遺構を復元するこ
とにより、本質的価値の顕在化を目指す必
要がある。

共通

史跡案内板が設置されている（甲斐国分寺
跡 7 基・甲斐国分尼寺跡 3 基）。

案内板の内容に最新の内容が反映されてい
ない。

パンフレット ・ ガイドブックの作成、 配布
を行っている。

調査研究成果を活用したパンフレット・ガ
イドブック等を更新する必要がある。

広域的に活用されていない。 史跡の持つ価値を活かし、歴史文化資源や、
博物館施設等と連携する必要がある。

接続する国道に誘導サインが設置されてい
る。

史跡への誘導や周遊のためのサイン計画が
必要。

パンフレットやガイドブック、案内板は日
本語のみである。

様々な来訪者を想定し、受け入れ体制を備
えておく必要がある。

史跡内及び周辺はバリアフリー対応となっ
ていない。

様々な来訪者を想定し、受け入れ体制を備
えておく必要がある。

史跡来訪者に対する便益施設がない。 日陰や四阿、各種便益設備の設置の検討が
必要。

史跡から望む良好な景観は、多くの市民等
から親しまれている。

史跡の価値を高めるため、多目的な活用方
法を検討し、史跡の利用者を増やす取り組
みが必要。

史跡の公開活用を行ううえで、拠点となる
場所がない。

公開活用を行う拠点を検討する必要があ
る。

史跡について伝えるための動画や映像等が
ない。

動画や映像等により、史跡の価値を分かり
やすく伝えるコンテンツが必要である。
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第 4節　運営・体制の整備の現状・課題

史跡の保存 ・ 活用、 整備に係る事務は、 保存整備専門委員会の指導のもと笛吹市教育委員会が

行っている。 地域観光協会や保育園との協働での美化活動や、 地域史研究会によるガイドツアー等も

行われているが、近隣の博物館施設や他自治体との協力体制は十分ではない。 史跡を適切に保存（保

存 ・ 管理）、 活用、 整備するために、 庁内の体制整備を進めるほか、 有識者、 関係機関との連携や、

地元自治会、 関連団体等との連携強化を図る必要がある。 史跡の運営 ・ 体制の整備の現状と課題は

以下のとおりである。

項目 現状 課題

運営・体
制

共通

史跡の保存・活用・整備に係る事務は笛吹
市教育委員会で行っている。

史跡の活用・整備を推進するため、開発部
局や観光関連の部署等との連携・協力体制
の確立が必要。 

専門職員や事務に携わる職員の配置が充分
とは言えず、保存・活用を実施していくた
めの適切な人員配置が必要。

史跡の保存・活用・整備に係る外部有識者
組織として、保存整備専門委員会の指導を
受けている。

保存活用計画に基づき保存管理、活用、整
備等に係る事業を展開するが、適切な指
導助言を継続的に得られる体制の構築が必
要。

市内や近隣の博物館施設、他自治体との協
力体制が不十分である。

近隣の博物館施設等や他自治体との協力体
制を構築していく必要がある。

市民と協働して史跡整備を行う体制が不十
分である。

市民、地元自治会、観光協会等の協力・参加、
そして協働の取り組みを促進する必要があ
る。

地域観光協会や保育園との協働による美化
活動が行われている。

事業の継続が必要。

地域史研究会による史跡ガイドツアー等を
行っている。

事業の継続が必要。
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第 5章　大綱・基本方針

第 1節　大綱　　

甲斐国分寺跡 ・ 甲斐国分尼寺跡は、 塔や金堂、 講堂といった堂々たる伽藍を備え、 現代まで寺院

としての性格を残しながら受け継がれてきた場所である。 「甲斐国千年の都」 を宣言する笛吹市には、

古代官衙に関連する史跡 ・ 遺跡が多く存在し、 その中でも国分寺 ・ 国分尼寺は歴史的景観の中心に

位置し、 人々が行き交い、 賑わいのある場所であったと言える。  

また、 これまでの発掘調査等により、 詳細が明らかになりつつあると同時に遺構の残存状況も良好

であることが確認され、 古代甲斐国や我が国の歴史を理解するうえで欠くことのできない重要な史跡

となっている。  

さらに、古代から変わらない周囲を囲む山々の美しい眺望と「日本一の桃源郷」の中に立地しており、

雄大な自然美を伴う歴史的景観と現代の華やかな農地景観が調和した独特な空間を創出し、 来訪者

はもとより地域住民にとっても大切な場所となっている。  

このような背景を踏まえ、 甲斐国分寺跡 ・ 甲斐国分尼寺跡の価値を確実に次世代に継承するととも

に、 現状と課題を踏まえながら計画的かつ実効性のある保存 ・ 活用 ・ 整備を図ることとし、 その望ま

しい将来像について 「大綱」 として以下に示す。  

古代甲斐国の歴史的景観を今に伝える

史跡甲斐国分寺跡・甲斐国分尼寺跡の価値や特色を

市民と共に守り、活かし、未来へ繋ぐ

	〇 史跡の価値を確実に保存し、 将来へ継承していく。

	〇 発掘調査をはじめとした調査研究を計画的に継続し、 甲斐国分寺跡 ・ 甲斐国分尼寺跡の本質

的価値を明らかにしていく。

	〇 史跡のもつ価値を広く発信し、 学びの場として活用するとともに歴史的景観を体感できる整備を

推進する。

	〇 市民や観光客など多様な交流や賑わいを生み出すための憩いの場としての役割を備えた史跡整

備を推進する。

	〇 将来にわたり、 保存 （保存管理） ・ 活用を継続的に行っていくため、 人的資源の協力体制を構

築する。
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第 2節　基本方針

史跡甲斐国分寺跡 ・ 甲斐国分尼寺跡の価値や史跡の保存の現状及び課題を踏まえるとともに、 前

記の大綱を考え方の根本に据え、 史跡の保存 （保存管理）、 活用、 整備、 運営 ・ 体制の基本方針に

ついて設定する。

保存 （保存 ・ 管理）

1.	古代甲斐国やわが国の歴史を理解するうえで欠くことのできない史跡として、史跡の持つ

価値を今後も適切に保存し、今後も調査研究によってその価値をさらに明確化していく。

2.	現状変更等の行為については、明確な方針を定め、適切に運用していく。

3.	本質的価値を構成する要素の確実な保存のため、適切な日常管理を行っていく。

4.	今後の発掘調査成果を踏まえ、史跡の追加指定を検討するとともに、所有者の意向に基

づき公有地化を実施する。

活用

1.	史跡の本質的価値を広く活用し、学校教育や生涯学習と連携して史跡の魅力を伝えてい

く。

2.	史跡を核として、市内の文化的資源、観光資源等、広域的な視野で活用を検討する。

3.	人々が憩いの場として集まり、交流する場としての活用を推進する。

4.	史跡の本質的価値を様々な方法で分かりやすく伝え、積極的に発信する。

整備

1.	史跡の価値を保存するため、日常的な管理を適切に行い、必要に応じて保存方法を検討

する。

2.	来訪者が、往時の姿を体感できるよう、地下遺構の復元表示や寺院空間の表現等によって、

史跡の本質的価値を分かりやすく伝える整備を行う。

3.	良好な景観を活かし、市民や観光客によって交流や憩いの場としての役割を備えた史跡

整備を実施する。

4.	史跡の本質的価値を正しく伝えられるよう、園路やサイン類について適切な整備を実施

する。

運営 ・ 体制の整備

1.	庁内のみならず、広域的な連携や他自治体との連携も視野に入れ、史跡の保存・活用に

向けた、運営・体制整備を推進する。

2.	外部有識者も含めた組織の設置により、適切な指導・助言を受ける体制を整備する。

3.	地元自治会や市民、観光協会等、地域と協力体制を継続し、史跡の保存・活用を図る。

4.	地域との連携事業や関連団体が行ってきた事業については、継続できる運営・体制を整

備するとともに新規事業についても検討を行う。
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